
保険者による健診・保健指導等に関する検討会開催要綱 

 

１．目的 

「高齢者の医療の確保に関する法律」において、医療保険者は、特定健康診査及び

特定保健指導を４０歳以上の加入者に対し、計画を定め実施することとされており、

平成２０年度から実施されてきたところである。 

今般、これまでの取組の実績や政府の方針等も踏まえ、医療保険者において、被扶

養者を含めた加入者を対象として、より円滑な特定健診・保健指導の実施を推進し、

保健事業の取組の強化を図るためには、医療保険者、事業者、市町村等の役割分担を

明確にし、これらの関係者の連携を一層促進していくことが重要である。 

こうしたことから、医療保険者における特定健康診査及び特定保健指導の提供方法

等の今後のあり方について、今までの実績を踏まえて検討を行うため、関係者の参集

を得て、厚生労働省保険局長が開催する。 

 

２．検討事項 

（１）特定健診・保健指導の実施方法等について 

（２）特定健診の健診項目及び特定保健指導の内容等について 

（３）保険者における特定健診・特定保健指導への取組みの評価方法等について 

（４）その他特定健診・保健指導に関連する事項について 

 

３．構成 

（１）検討会は、医療保険者の代表者等から構成し、委員は別紙のとおりとする。ま

た、厚生労働省健康局、労働基準局安全衛生部及び老健局の職員がオブザーバー

として出席する。 

（２）保険局長は、必要に応じ、委員以外の関係者の出席を求めることができる。 

 

４．検討会の運営 

（１）検討会の議事は、別に検討会において申し合わせた場合を除き、公開とする。 

（２）検討会の庶務は、保険局医療介護連携政策課（本課）の協力を得て、同課医療

費適正化対策推進室及び保険システム高度化推進室において行う。 

（３）この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、検討会にお

いて定める。 

 

附則 

この要綱は、平成２３年４月２５日から施行する。 

平成28年1月8日

第17回保険者による健診・保健指導等に関する検討会

第1回特定健康診査・特定保健指導の在り方に関する検討会
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